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実 施 計 画 変 更 認 可

埋設事業の計画概要

概念設計の実施

総費用の
精査等

輸送、処理等
に関する調整 理解増進に

向けた活動
等

当 面 実 施 す る 事 項

立地基準及び
立地手順の案を策定

輸送、処理等
に関する調整 理解増進に

向けた活動
等

立地基準及び立地手順の公表

個別地点を対象とした立地活動

処分単価
の公表

受託契約
の開始了解を得た後、事業の実施に向けた手続き

◆環境調査、基本設計、事業許可申請、安全審査 等

・処理、輸送の全体計

画に係る検討、調整

収支計画
資金計画
の公表

・処理方法の
検討、調整等

・実施体制の
検討、調整等

概念設計等
(1～2年)

初期建設
(約8年)

操業
(約50年)

最終覆土
(約3年)

閉鎖後管理
(約300年)
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実施計画を踏まえた今後の協力のあり方

実施計画の認可（平成２１年１１月１３日）を踏まえ、今後の埋設事業における三
者の協力のあり方について検討する。検討にあたっては、第４回連絡会で議論し
た三者の役割分担等について確認し、現状に応じた見直し及び具体化を図る。

埋設事業に係る当面の計画 について、三者の協力のあり方を検討する。

◇ 実施計画は、埋設事業に係る“全体計画”及び“当面の計画”を定めた２章構成

埋設事業に係る当面の計画のうち、
協力体制の構築が必要と考えられる事項

３． 輸送・処理に関する計画

２． 埋設施設の設置に関する事項

１． 事業の運営等に関する事項
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発生者の協力を得て、埋設事業を円滑に進める。

発生者の協力も得つつ、埋設施設の立地のために必要な活動に取り組む。

発生者の協力を得つつ、原子力機構の研究開発機関としての特徴を活かした方策についても検討する。

発生者に対して、実施計画等の計画策定及び廃棄物埋設事業許可申請等の安全規制対応に必要な
情報の提供・協力を適宜要請する。

大学、民間企業等から発生した研究施設等廃棄物の集荷や輸送、廃棄体化処理等が全体として合理的
かつ体系的に行われるよう、関係機関と協力する。



三者の協力のあり方に関する論点（案）

２．協議会の役割について

３．協議会の組織について

１．三者の協力内容について
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